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「県民健康調査」検討委員会第５回「甲状腺検査評価部会」 

議 事 録 

 

日   時：平成 27年 2月 2日（月）13：30～15：30 

場   所：福島ビューホテル本館 3階「 吾 妻 」  

出 席 者：＜部会員 50音順、敬称略＞ 

      春日 文子、加藤 良平、欅田 尚樹、渋谷 健司、清水 一雄、清水 修二、西 美和、 

星 北斗 

事務局等関係 者：＜福島県立医科大学＞ 

鈴木眞一 教授、志村浩己 教授 

＜福島県＞ 

鈴木淳一 保健福祉部長、馬場義文 保健福祉部次長、小林弘幸 県民健康調査課長 

 

 

小谷尚克 県民健康調査課主幹 

只今より県民健康調査検討委員会第 5回甲状腺検査評価部会を開会いたします。 

最初に部会員の出欠についてご報告いたします。本日、津金昌一郎部会員が欠席となっております。また

事務局の福島県保健福祉部次長ですが、他の用務のため遅れての出席となります。あらかじめご了承願い

ます。 

それでは、議事に移ります。議長につきましては設置要綱によりまして部会長がつとめることとなって

おります。清水一雄部会長よろしくお願いいたします。 

 

清水一雄 部会長 

皆さんこんにちは。部会員の先生方お忙しい中ありがとうございます。只今から第 5回の甲状腺検査の

評価部会を始めたいと思います。最初に、議事録署名人ですが、春日先生と欅田先生よろしくお願いいた

します。 

まず初めに、今日午前中に以前から評価部会で一度はやりましょうということになっておりました実際

に検査をしている所の見学に行ってまいりました。午前中まず最初に郡山市立の大島小学校で生徒を対象

に 8ブースでしたかね、エコー検査をやっている所を見学いたしました。視察いたしました。非常に円滑

な流れの中できちんと検査はされているなと印象を受けましたし、そのあと、福島県立医大に移りまして、

県立医大の鈴木教授をはじめとして皆さまに検査のこと、検査の実際にやっている所、エコー検査をやっ

ているところを拝見いたしました。そのあと、検査のあと、実際に所見を見せていただいてどんなふうに

して評価をしているかということも詳細に説明していただきました。非常に詳細にかつ分かりやすくです

ね、説明していただいてとても参考になったと思います。鈴木先生ありがとうございました。以上ご報告

です。それでは、この議事に従って進めていきたいと思います。 

まず最初、資料に沿いまして事務局の方から甲状腺検査について簡単にご説明よろしくお願いいたしま

す。 

 

小林弘幸 県民健康調査課長 
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はい、県民健康調査課の小林でございます。よろしくお願いいたします。資料提出といたしまして資料

1－1と 1－2の 2種類でございます。いずれも昨年 12月 25日に開催されました第 17回検討委員会で公

表した資料でございます。 

それではまず資料 1－1、「甲状腺検査（先行検査）結果概要【暫定版】」についてご説明申し上げます。

1ページをご覧願います。まず調査概要の 3の先行検査対象期間でございますが、一次検査実施期間は昨

年 3月 31日までの予定でしたが、未受検者の受診機会の確保を図るため 4月以降も本格検査の案内通知

が送付されるまでの期間を先行検査受診可能期間としています。 

3 ページをお開き願います。表 1 の一次検査進捗状況でございます。対象者 367,686 人のうち平成 26

年 10 月 31 日現在で 296,586 人が受診し、受診率は 80.7％となっております。また 296,253 人の検査結

果が確定しており、その内訳として A1 が 152,633 人、A2 が 141,379 人、また二次検査対象者となる B

判定で 2,240人、C判定が１人となっております。 

表 2 をご覧下さい。結節のう胞の人数割合が示されております、結節に関しましては 5.1 ミリ以上が

2,222人で 0.8％、5ミリ以下が 1,674人で 0.6％であります。またのう胞に関しましては、20.1ミリ以上

が 12人、20.0ミリ以下は 141,704人で 47.8％でありました。ご覧のとおり B判定ではほとんどが 5.1ミ

リ以上の結節が占め、また A2判定ではその大半が 20.0ミリ以下ののう胞が占めています。 

4 ページをお開き願います。表 3 の二次検査進捗状況でございます。一次検査結果 BC 判定であった

2,241人中 2,051人が二次検査を受診し、結果確定者が 1,985人となっております。うち概ね 6ヶ月後又

は 1 年後の経過観察となる通常診療等が 1,312 人、またそのうち 519 人の方が穿刺吸引細胞診を受診さ

れております。 

次に 5ページから 6ページにかけては、穿刺吸引細胞診等の経過概要が記載されております。5ページ

の表の 4 の下の方でございますが、アからウの合計、平成 23 年から平成 25 年度までの 3 年間の合計と

いたしまして、悪性ないし悪性疑いと診断された方が 109人、うち 85人がこれまで手術を施行され、術

後の病理診断の結果 1 人が良性結節、84 人が甲状腺がんと確定診断されております。性別・平均年齢・

平均腫瘍径は記載のとおりでございます。 

6ページをお開き願います。図 3と図 4はそれぞれ細胞診等で悪性ないし悪性疑いとなった 109人の方

の年齢・性分布を事故当時と二次検査時点で表したものでございます。上段は 16、17 歳くらいに、また

は下段 18、19歳くらいにピークがあるのが分かります。 

次に 10 ページをお開き願います。表 9 をご覧願います。地域別に見た BC 判定者及び悪性ないし悪性

疑いの割合でございます。地域を避難区域等 13 市町村、中通り、浜通り、会津地方の 4 つに分けてそれ

ぞれ数値を算出しております。この中で表 9 の下の悪性ないし悪性疑い者率でありますが、10 万人あた

りそれぞれ 33.5人、37.5人、38.9人、30.7人となっております。これに対する結果と考察といたしまし

て、下の方にですね記載されております悪性ないし悪性疑い者率については、避難区域等 13 市町村、中

通り、浜通りはほぼ同様であったが、会津地方ではやや低めであった。会津地方では二次検査完了者の割

合が他の地域よりも低めであり、その影響が考えられるとなっております。11ページ以降は市町村別の資

料を添付しております。説明については割愛させていただきます。 

続きまして資料 1－2の本格検査の実施状況でございます。26ページをお開き願います。調査概要 2の

対象者でございますが、本格検査では先行検査の対象者に加え、平成 23 年 4 月 2 日から平成 24 年４月

１日までに生まれた県民、すなわち事故当時お母さんのお腹にいた子供まで対象者を拡大して検査を実施

しております。 
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28 ページをお開き願います。表 1 の一次検査の進捗状況でございます。今年度は 25 市町村の約 22 万

人を対象にして 10 月 30 日現在、82,101 人の方が受診され検査結果確定者は 60,505 人となっておりま

す。A判定は A1、A2合せて 60,048人、B判定が 457人、C判定はおりませんでした。 

29 ページをお開き願います。表 3 の先行検査から本格検査への結果推移でありますが、これは前回の

検討委員会で初めて公表された表であります。今回の本格検査結果確定数のうち、前回の先行検査の結果

がどうだったのかということを表したものでございます。例えば本格検査 B 判定の 457 人につきまして

は、先行検査では A1が 127人、A2が 206人、Bが 108人、受診なしが 16人だったことが分かります。

逆に先行検査で B判定だった人が本格検査で A1が 19人、A2が 65人いたことも分かると思います。 

30ページをお開き願います。表 4の二次検査進捗状況でございます。対象者 457人中 248人が受診し、

うち結果確定者が 155人で、うち概ね 6ヶ月後又は 1年後の診療となる経過観察が 93人、またそのうち

穿刺吸引細胞診受診者が 11人となっております。次に細胞診の結果ですが、11人中 4人が悪性ないし悪

性疑いとなっております。性別、平均年齢、平均腫瘍径は記載のとおりでございます。4人の先行検査の

結果は、A判定が 4人、その内訳として A1が 2人、A2が 2人となっております。 

30 ページの下から 31 ページの上にかけてに記載されている図 3 と図 4 には 4 人の方の事故当時と二

次検査時の年齢と性分布図が示されております。33 ページをお開き願います。この悪性ないし悪性疑い

の 4人の居住市町村につきましては伊達市、田村市、大熊町、福島市それぞれ 1名となっております。34

ページ以降は各市町村別の資料を添付しております。以上、簡単でございますが、資料の説明とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

清水一雄 部会長 

ありがとうございました。この資料 1 と 2 に関しまして、少し時間を、15 分ぐらいご質問あるいはコ

メントございますでしょうか。部会員の先生方よろしくお願いいたします。 

私から一つよろしいでしょうか。あの資料 1－1 の方のですね、3 ページの表 1 ですけれども、あの本

当に検査をする先生方今日見て本当に感じたんですが、たくさんの子供さんに対して大変だなと思います。

判定率ですね、この結果判定数を見ますと 23 年、24 年、25 年ともに 100％、99.9％、99.8％平均でも

99.9と非常に高い判定結果でおられてですね、対応しっかりしていただいていると思うんですけども、こ

の受診者数の所が 23年、24年と 87.5、86.5、25年になりますと 72.7というふうに、段々下がってきて、

特に 25 年になるとガクッと下がっているんですけど、この辺の所は、前にもお聞きしたこともあると思

うんですけども、もう一回ご説明いただけますか。 

 

鈴木眞一 教授 

はい、県立医大の鈴木でございます。もともと震災当時の年齢が対象者で年齢が決まっていますので、

年度があがるごとに対象者の年齢があがってきている。それがですね特に 18 歳以上になるとご存じのよ

うに、進学就職で他の地方に行く場合がありますし、県内でもそうなんですが、実際に今受診勧奨してい

るとその方達が受診してない人が若干多いということなので、特に 25 年度はそういう人の対象が増えて

いるので、どうしても受診率が落ちてきている。あと全体に当初よりは少しそういう受診者が少ないので

はないかということで、受診勧奨には努めていますが、若干 3 年目の 25 年度はそういう傾向があるとい

うことでございます。 
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清水一雄 部会長 

他にどなたかございますか。はい。渋谷先生お願いします。 

 

渋谷健司 部会員 

ありがとうございます。あの清水部会長仰ってたように、実際には甲状腺検診、検査の現場を拝見して

非常に皆さんご努力されているということ分かるとともに、色々な今まで知らなかったことも良く分かっ

たのですけども、例えば最近 2 巡目で 4 人が甲状腺がんの疑いが診断されて、うち 2 人が 1 巡目で結節

が無かったということは報道されていましたけれども、例えば 1巡目で B判定だったのに A1とか A2に

なるとか、そういうケースかなりあるということを今日色々勉強になりましたし、甲状腺の検査というも

のをやってみてかなり変わってくるというのが現実問題としてあって、その中でも先生方本当に一生懸命

感度上げようとして色んなことやっているということが分かったのですが、今回こう色々あがってくるの

は、その場の横断的なデータだと思うのですけど、やはりトレンド見るとかなりだんだん大きくなると同

時にまた小さくなるものもあるということは、大体どれくらいの割合が今までの感覚からすると大きくな

るというよりは小さくなる、消失するというようなケースというのは、先生、見ていると大体でいいので

すが何％くらいあると思いますか。 

 

鈴木眞一 教授 

まさに感覚でしか判らないと。なぜかというと、大きくなる人も小さくなる人も多発性病変、そういう

方が多いです。いわゆる侵襲の腫瘍というよりは過形成病変でそういう多発のもの程変化が大きいですけ

ど、水が溜まったり縮んだり急に大きくなったり、そういうものの場合ですね、全体として最大径のもの

は消えてしまったけど、また反対側に小さいものが出来ているのとか、そういうことがありますので、全

体として統計としてこの人が最終的に Bだったのが A2になるのか A2の中で動いているのか、いろんな

パターンがありますので、一概には言えないということなのです。その対象になる人はがんとかではなく

て、非常に侵襲の腫瘍じゃない過形性病変ですので、むしろ粛々と経過を見ているというところでござい

ます。 

 

清水一雄 部会長 

はい、欅田先生お願いします。 

 

欅田尚樹 部会員 

はいすみません。本格調査の 30 ページの結果、表 5 の部分についてお尋ねしますけど、今日も午前中

現場の方見せていただいて超音波エコー検査で非常に小さい病変まで十分に見られるんですよ、というこ

と丁寧にご説明いただいたのですけれども、この本格検査で 4 名の方が悪性ないし悪性疑いということ

で、その平均腫瘍径とレンジを書いていただいているようですけど、大きい方は 17.3 ミリという状況で

すけども、そのだいたい今日見せていただいたら、先行検査との調査間隔が 2年ぐらいのようですけれど

も、そこらの経歴あるいは臨床的な進行としてこれぐらいのものがどうなのかというのはいかがなのです

か。 

 

鈴木眞一 教授 
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担当者の方から答えさせていただきます。基本的にあの多くの甲状腺腫瘍は進行が緩徐だということが

一般的には言われているのですが、これを 2年ごとに検診を行うという意味は、やはり前回の検査でほと

んど腫瘍がないとか、他ののう胞しかない病変でも 2 年後には最大で 17 ミリ位、あと 10 ミリ以下です

けど、そういうものがポンと画像上見つかってくると。これは理論上何年かたって大きくは、なっている

のですけど、ただ超音波画像上に見えてくるときは、ある日突然ポンと見えてくるタイプもあるというこ

となので、やはり 2 年ごとの検診で十分、今の所なんですけど、17 ミリというのはこれでもまだ腫瘍径

では一番小さいグループの T1というグループに入りますので、まあそういう所で見つかるということは、

やはり 2回目の検診が重要なのではないか、ということをぼくらは痛感している所でございます。こうい

うタイプもあるということで、全てが同じではないと。急にそういうタイプになるようなものはやはり治

療の対象になるものがあるということでございます。 

 

清水一雄 部会長 

よろしいですか。はい、西先生お願いします。 

 

西美和 部会員 

先ほど 17.3ミリのケースですけども、この人は先行検査では大きさはどのぐらいあったんでしょうか。

それもそののう胞部分も含めて、これものう胞部分も含めて 17.3ミリですね。 

 

鈴木眞一 教授 

この方の病変は 2年以上前の先行検査のデータではエコー上は所見はありません。エコー上は A1で所

見がない。 

 

西美和 部会員 

ないですか。 

 

鈴木眞一 教授 

急にそういう風に大きく見えた。その間に、2 年間の間にじわじわ大きくなってきたのでしょうけど。 

 

西美和 部会員 

17.3ミリっていうのはのう胞全体ですけど、本当の結節みたいな。 

 

鈴木眞一 教授 

これは悪性を疑う所見ですので、のう胞を伴わない充実性のものです。 

 

西美和 部会員 

充実性のですね。 

 

鈴木眞一 教授 

ただ、非常にそういうのう胞を伴う結節とかの良性の、多くの良性のものと違って悪性を疑う場合はで
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すね、非常に境界がはっきりしなくて、我々はこういう評価するときは限りなく一番大きく取って測ると

いうことでございます。 

 

西美和 部会員 

細胞診だけされてまだ手術の話はされてない。一応話をされているのですか。 

 

鈴木眞一 教授 

この発表の時点ではそういうことになっております。 

 

西美和 部会員 

それと①－32でだいたいサイログロブリンが 62.2±64とものすごく幅があるんですけども、この 17.3

ミリの人がサイログロブリンは高かったのですか。 

 

鈴木眞一 教授 

正常値よりは高いですけど、それほど高くはない。 

 

西美和 部会員 

それほど高くないですか。 

 

鈴木眞一 教授 

とんでもなく高いと言う事ではなく、例えばサイログロブリンで気付くような疾患ではございません。 

 

西美和 部会員 

この中で一番高い人は 4名中どのくらいあったのですか。 

 

鈴木眞一 教授 

今ただちに認識はしておりませんけど、サイログロブリンの値で悪性が分かるって場合はですね、むし

ろ腫瘍がすごく大きい場合、もしくは遠隔転移をしている場合にサイログロブリンがとんでもなく高くな

ります。それと一緒にとんでもなく高くなっている人の中にのう胞を伴う良性の結節も一緒にあるのでほ

とんど分かりません。値では。 

 

西美和 部会員 

はい、ありがとうございました。 

 

鈴木眞一 教授 

ただ遠隔転移している人はあとで振り返ると非常に高かった人が多いということになります。こういう

方達はほとんど変わりません。 

 

西美和 部会員 
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はい、ありがとうございました。 

 

 

清水一雄 部会長 

加藤先生。 

 

 

加藤良平 副会長 

前の方にちょっと戻ってしまいますけど、①－3の表の 1と 2なんですけど、これ一次検査の進捗状況

とそれから結節とのう胞の人数割合が書いてあるんですが、結節の場合は二次検査にまわるものとまわら

ないものがあるのですか。それともなんかこう、どの辺でそれを判断されてるのでしょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

はい、この表で見ていただきますと、結節の 5.1ミリ以上というのがいわゆる B判定になります。あと

のう胞ですと 20.1 ミリ以上のものが B 判定になって二次検査に行きます。ですからこの両者が B 判定

で、逆にいうと 5.1ミリ以下の結節と 20.0ミリ以下ののう胞というのが、A2判定になります。 

 

加藤良平 副会長 

じゃ、二次検査にはまわらないということですね。 

 

鈴木眞一 教授 

そういうことですね。 

 

加藤良平 副会長 

はい、分かりました。 

 

清水一雄 部会長 

他にございますか。あと 5分ぐらいありますがよろしいですか。じゃ、私からもう 1つ。資料①－6ペ

ージ（３）になりますかね。109人の内のですが、基本調査の問診票提出率低いですよね。56％、もうち

ょっと高くならないかなと思うのですよね。これはどんな感じでこれくらいになったのですか。 

 

鈴木眞一 教授 

はい、ありがとうございます。基本調査全体の提出率はさらに低い二十数パーセントだと思うんですけ

ど、それに比べると甲状腺の方というか小児が対象ですので、努めて回答していただくように、その場ま

たは二次検査の外来等で書き方を教えたり、お願いしていますので、逐一この率は上がっています。さら

に 100％目指して増やしたいと思っています。 

 

清水一雄 部会長 

じゃ、欅田先生お願いします。 
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欅田尚樹 部会員 

①－29 ページの所の表３についてですけれども、これもすでに午前中現場を見せていただいた中でも

ご説明いただいたことに重なると思うんですけども、先行検査で B であった方が本格検査においては 19

名が A1 に 65 名が A2 にという形で結果だけみると改善という形になってるんですけど、これほとんど

がそののう胞の中の結節を持っているようなものでのう胞の大きさの具合とかの変化というふうに理解

すればよろしいでしょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

えーとですね、これ全てがそうであるという確認は取れてないんですけど、のう胞内結節ののう胞の変

化というのはかなりの影響をしているっていうことは感じております。 

 

清水一雄 部会長 

あの先生、福島県外の検査機関ですね、本格検査になってから、92施設、前 79くらいだったんですよ。

これはあの増えたのは、例えば学会の方が認定した関連施設が増えたのか。それともお願いしてこれだけ

名乗りを上げて増えてきたのか。 

 

鈴木眞一 教授 

色々なパターンございますが、一番多いのは当初契約した 70 数施設だけでは足りなくて、避難をされ

ている県外に行かれている方は多く検査が滞っているという所を見計らって、そこの近くの先生にお願い

して契約をしていただくと。中々基準がありますので 100％専門医がいるというとこがないと中々難しい

のですが、色々相談をしてその専門医がいる所を探してなるべくやっていただくということで、90、実際

もう少し増えているのですが、お休みされている所とか色々ありますので、実際動いている所が 92 とい

う所で目標は 100くらいまで今動いている所です。 

 

清水一雄 部会長 

確かに人数、例えば新潟県とか沖縄とか受検者の数に比べて施設が少ないです。 

 

鈴木眞一 教授 

はい、新潟県は私共報告しましたように私共が休みの日に健診バスを持って行って健診に行ったり、新

潟県とか山形県、あと神奈川とかなるべく行けるところには行ってそういうものをすすめるようにしてい

ますが、拠点のこの県外の整備というのも重要と考えております。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ありがとうございます。 

 

鈴木眞一 教授 

担当者がいますので。 
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清水一雄 部会長 

どうぞお願いいたします。 

 

志村浩己 教授 

県立医大の志村と申します。足りない所は順次専門医の先生が行ったり、専門医取られたり、新たに取

られたりした先生の所にお願いをしてやっていまして。新潟県も今現在お願いしている所が 1箇所ありま

すが、まだ途中ですので、まだ 1箇所ということで、あと施設基準、超音波診断装置の状況にも規定され

ますので超音波診断装置が私どもの検査にあってない場合が難しい場合があります。そういった要素もあ

ります。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ありがとうございます。春日先生。 

 

春日文子 部会員 

午前中は大変丁寧なご説明いただきましてありがとうございました。あと小学校の先生方や検査の担当

者の皆様にもご迷惑をおかけした所もあるかと思うんですけれども、大変ありがとうございました。一巡

目の検査で経過観察になったお子さんが何人かいらっしゃると思うんですけれども、3ヶ月後とか 6ヶ月

後とかあるいは 1年後に再検査をして、その結果判定が変わる場合にはそれは先行検査のデータの更新と

いう形で反映されるのでしょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

いえ、それは保険診療上のデータですので、健診のデータは健診のデータで一回終わりで、そこで例え

ばただ結節があって B判定で経過観察していたけど、いわゆる検診でいう A2とかのう胞だけだというふ

うになった場合、または 5ミリ以下の結節も A2判定になるわけです。そうすると他の人と同じように次

の検診まで来なくてもいいですよと、検診を受けて下さいと勧める場合もありますし、いやここまで来た

からもう一回みるという人も中にはいますけど、そういう方針を変えることはございますが、それがデー

タとして登録するというところまではいたっておりません。ただ今後はその保険診療での経過を我々は集

積してどういうような流れになったかというのを今集積することになっております。 

 

春日文子 部会員 

分かりました。その検診のスキームとその結果の表し方というのは理解出来るんですけれども、万一、

経過観察後に悪性の結果が出てしまった場合には、それはどういう形で結果が出され、まとめられるので

しょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

幸いにも今のとこそういう症例がないので、報告してはいませんけど、そういう症例があれば別枠で報

告になると思います。経過観察中に発見された悪性腫瘍ということになると思います。でそうでなければ

あとはまた検診を受けていただいた時に、2回目受けますからその時に、治療されているともう分かりま

せんので、そうでない場合はその時にまた判断をするということになりますけど 
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清水一雄 部会長 

じゃ最後に。西先生お願いします。 

 

西美和 部会員 

ちょっと確認したいのですけど、結節の有無とかのう胞の有無の表とか棒グラフありますけど、結節の

有無はのう胞の分も含めて充実性のものとしているのですね。のう胞の有無はもう全くのう胞だけで充実

性が無いと。 

 

鈴木眞一 教授 

そうです。液体だけということになります。 

 

西美和 部会員 

はい、そうすると本格調査で結節があると、これ色々棒グラフあるのですが、出来ればそれが、先行調

査がどうであったかですね、個別に分かるようなあれば一番分かりやすいですね。①－38なんかですね。

31.1ミリが 3名とかですね。なんか先行調査でどの程度だったかですね、分かればいいと思います。 

 

鈴木眞一 教授 

そうですね。一例一例今日ご覧いただいた判定をしている中では先行検査と本格検査比較しながら判断

しているんですけど、そうすると先ほど冒頭にも申しましたように、いろんなパターンがありますので、

かなり複雑な表現のグラフになるということがあるので、そう簡単には表示出来ないんですが、ただ皆さ

んお知りになりたいということはあるでしょうから、どんな形で出せるか。要するに結局どっちにもどっ

ち方向にも動くので相殺されて意外と変わらないけど一例一例はそれぞれ動いている人もいるというこ

となので、そういうこともあります。ただ、先ほども申しましたとおり、よく多発性でのう胞が消えたり

大きくなったりしているものっていうのは基本的に良性のものが多いのでその中での変化ですので、むし

ろそれよりは結節が大きくなって、または今回のように急に結節が分かって悪性ないし悪性疑いっていう

のは、もらすことなく、見逃さずに見ていくということに検査の精度を上げていますので、そちらに関し

てもどういう形で先生方にみなさんに分かるように出来るかということは出し方を検討したいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

清水一雄 部会長 

ありがとうございます。はい、星先生お願いします。 

 

星北斗 部会員 

あの一つだけはっきりさせて欲しいというか教えてほしいのですけど、29 に、前回受診しなくて受診

をした人というのは出ていると思いますが、これ 3,776 人受診をしてなくて今回 60,000 人受けた中に入

っているというのですね。この中で何割かは 0 歳児だった人というのは含まれていると思うのですけど、

前回受けてなくて今回受けた人、前回対象になっていて受けずに受けた人と、前回対象じゃなくて今回対

象になった人というのは含まれていると思うのですけど、どのぐらいの割合でどんな風に理解すればいい
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のか、ちょっとそれだけ教えて下さい。 

 

鈴木眞一 教授 

今、それちょっと考えてなかったので即答出来ませんが、事故当時胎内にいらっしゃった、その後産ま

れた 1学年だけが今回本格で増えたわけですけど、その人達じゃなくてやはり先行検査を受けてない方が

本格検査を受けられている。もっと大きい年齢の方、特に 18 以上の方で結構いらっしゃるなというのは

経験しております。受診勧奨のために福島大学とか福島医大に最近行ってやったのですけど、そうすると

受けてない、先行を受けてないけど大学まで来てくれれば受けたという人もいるので、やはりまだまだ受

けにくい立場の人がいらっしゃるのではないかということで、そういう受診勧奨を十分にいろんなパター

ンをつくって、そういう人達が十分に受けられるようなシステムを改良中でございます。 

 

星北斗 部会員 

先行検査の B の判定の比率と今回の本格検査の B の判定の比率が随分違うのですよね。ですから、か

なりの年齢の違いというのを私は当然想定してみているわけですけれども、年数が経ったからということ

に加えてそういう高年齢者層の、高年齢って言ったって 18 歳ちょっと超えたぐらいですけれども、その

人達が増えたことによって B 判定が増えたと私は理解しているのですが、そのような理解で間違いない

でしょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

もともとの全体の B 判定、これは比べたことですが B 判定の率は年々増えていたのですけど、先行調

査に比べて本格調査が増えたのではなくて、同じような比率でむしろ対象年齢が先程も申しましたように

どんどん上がって行って、18 歳以上の人が増えているので、そうすると結節がどうしても増えてきます

ので、B判定が増えるという方に傾いているのではないかと思っています。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ありがとうございました。他にございませんでしょうか。甲状腺検査に関しては。 

 

渋谷健司 部会員 

短く。星先生の質問に関係するんですけど、最初の１ページにですね、半年ほど先行検査の期間が延長

されたと書いてありますが、その時に受けなくて本格検査の手紙が来た方は、もうすぐに本格検査に行く

わけですよね。それって何人ぐらい。それはこのさっき仰っていた数と一緒ですか。じゃないですよね。 

 

鈴木眞一 教授 

いわゆる先行検査は本格検査の受診の案内が届くときまでに受けてしまえば先行検査として登録され

ると。その案内が届いたらまた来るわけですから直ぐ行けばいいんですけど、この間やったばかりだから

と言ってあえて遅らせて受けられる方もいますし、その辺、統計学上は間隔が非常に近いのであまり意味

がない検査になるんですが、ただ前回検査を受けてないのに受ける権利と、次の本格検査を受ける権利と

いうのもございますので、そのご本人方のお考えにしたがって、ただ我々相談された場合は検査が近いと

あまり、やったばかりだから意味がないので少し後にしたらどうですか、ということは言いますけど自動
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的には受けられる権利があるんで案内を送らざるを得ませんので、送るっていうことになります。そうい

うとこは二つの意味があって、検査の統計学的な意味と、あとはご本人達へのサービスという意味では両

方あるかなということで難しいところだと思います。 

 

渋谷健司 部会員 

そうですね。あとやはり事故からどのくらいの期間か、それも分析のときはやはり調整したほうがいい

かなと思います。 

 

鈴木眞一 教授 

分析の時はもちろんですから、そこはそのとおりだと思います。ありがとうございます。 

 

渋谷健司 部会員 

ありがとうございます。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ありがとうございました。じゃこの辺で。 

 

西美和 部会員 

本当に簡単ですが、本格検査で平成 23 年 3 月 11 日から 4 月１日生まれ、非常に人数が少ないと思い

ますけど、こういう子供は入っていないのですか。平成 23年 3月 11日から平成 23年の 4月１日生まれ

の方。これ 4月 2日生まれからですけども。 

 

鈴木眞一 教授 

平成 23年の 4月 1日まで。 

 

西美和 部会員 

いえ、3 月 11 日から 4 月 1 日までに生まれた方は対象じゃないでしょうかと。対象から外れているの

でしょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

3月 1日ですか。 

 

西美和 部会員 

３月 11日に。 

 

鈴木眞一 教授 

平成 23年 3月 11日。 

 

西美和 部会員 
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ええ、11日ですが 4月 1日までの間に生まれた子供。非常に人数は少ないと。 

 

鈴木眞一 教授 

入っています。本格検査で既に入っていますので。入っています。 

 

西美和 部会員 

対象者の所には平成 23年 4月 2日から平成 24年 4月 1日まで生まれたって書いてあるんですね。 

 

志村浩己 教授 

先行検査の対象者には入って…。 

 

清水一雄 部会長 

資料 1－1の対象者というところ。 

 

志村浩己 教授 

先行検査の対象者には入っていませんけど、本格検査からは入っております。 

 

小林弘幸 県民健康調査課長 

すみません。あの事務局ですけども、いま甲状腺検査の対象者の範囲ということなのですが、平成 23

年 3 月 11 日から 23 年 4 月 1 日は、要するにその学年単位でやっていますので、そこも含まれるという

ことでやってございます。 

 

清水一雄 部会長 

その概ねの中に入っているわけですね。含まれている。つまり 3月 11日から 4月 1日っていうのはそ

の学年でいうと前の途中までいってしまうのでということですね。そこまで入れると大変なことになって

しまうということだと思います。よろしいでしょうか。それではですね、今日も拝見させていただいて大

変な作業を続けていると思うのですが、今後とも福島県立医大を中心に事務方の皆様方もよろしくお願い

いたします。ありがとうございます。 

それではですね、議事の 2に移らせていただきますが、論点を少し絞らせていただきました。私、部会

長として今までの議論になった内容を少し絞らせていただいて、議題が多いですと中々最後までいかない

というとこもありますし、中身を濃く時間を使って検討していきたいと思います。今日は 3議題程用意し

て来たのですが、まず第 1に先行検査で得られた結果、その結果に対する対応、それから治療を含めてで

すね、それについて議論を、ご意見をいただきたいと思います。その中には過剰診断のこと、それからが

んの評価ですね、スクリーニング効果か被ばくの影響かとこれから先の長い問題になると議論の対象にな

ると思います。また手術を含めた対応治療はこれで良かったか評価ですね。それから、それに加えて今後

の検査方法です。今までの検査方法で良かったかどうか、これでいいだろうか、今後どういうふうに対応

していったらいいだろうか。それからあと対象者に対して結果説明はどういうふうにしているかこのこと

に関してももし時間があれば。2 番目は二次検査後の保険診療についてちょっとご意見をいただければ。

それから 3番目が対象者の今後の追跡をどのようにしていったらいいだろうかということで、時間をそう
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ですね 3時半まで 20分まで時間を使いたいと思います。 

まず、第 1に先行検査で得られた結果ですね。今日ご報告いただいた結果を踏まえてそれに対する対応

治療今までのこの評価をちょっといただきたいのですが、その中でも絞ってですね、まず今 109 例です

か、あの細胞診の結果悪性または悪性疑いが出ている中で 85 人の方に手術がされているということです

が、このことに関して一番以前から問題になって議論になっております過剰診断のことについて、まずご

意見を頂きたいと思います。渋谷先生ご意見、まず最初にございますでしょうか。 

 

渋谷健司 部会員 

すみません、ありがとうございます。こちらに清水部会長からの 3議題についての見解という形で私見

を紙にまとめさせていただきましたけども、私の意見としては、今回明らかに有病率は通常のがん登録か

ら予測されるよりはるかに高いということで、可能性としては何か異常な事態が起こっているのか、ある

いはいわゆる過剰診断ということが考えられて、今の被ばくの状況から考えると過剰診断。後者の可能性

が高いと考えております。前回も感じたのですけど過剰診療と過剰診断という言葉が非常に混同されてお

りまして、私が申し上げているのは過剰診療ではございません。過剰診療は不必要な診療を過剰に行うと

いうことでありまして、誰もそんなことをしているとは僕は思っておりませんので、今回の議論の対象で

はありません。過剰診断というのは生命をおびやかさないがんを発見することであって、今回超音波検査

っていうのをもともと無症状の健常な住民の方を対象に行った結果、本来は見つからなかったものが見つ

かってしまったと、その甲状腺がん検査を実施するという判断に関しては当時の状況を考えるとですね不

安を解消するということで検討されたと思いますので、そこに関しては、私は異論を挟みませんが、ただ

今後、今のままの甲状腺検診ですね。特に過剰診断の可能性があるということ。 

それからやはり今までの診療ガイドライン、やはり今きちんと診療ガイドラインはあると思います。た

だそれは病院に症状を持って来た患者さんを対象にして作られた診療ガイドラインであって、今回のよう

に無症状の健常な方を対象にして検診で発見された甲状腺がんに対するガイドラインではないわけです

よね。ですから、ちょっと今からでも可能ならですね検診によって発見された甲状腺がんの治療に関して

は再検討していただければと思います。 

さらに、やはり今の甲状腺がん検診自体はですよ、健康影響という観点からすると健康を守るという本

来の観点からするとやはり不利益が大きいことが否めないので、そのやり方に関しては見直しが必要だと

いうふうに個人的には思っております。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ありがとうございます。検診検査の内容ですね。今やっている現在の体制といいますか、それと、

もう一つ今提示があったのはガイドライン、日本甲状腺外科学会、内分泌外科学会のガイドラインに沿っ

て対応をすべて行っていると思うのですが、その疾患に対する対応と、このように検査をして見つかった

場合の治療方針といいますか、ガイドラインといいますかね、違うのではないかということで、この検診

においてそれに必要なガイドラインを作ったほうがいいのではないかということですね。渋谷先生のご意

見は。 

 

渋谷健司 部会員 

そうですね。まずその過剰診断ということの可能性というのはきちんと認識した上でさらにそうしたも
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のに対してどう対応していくかと。今あるガイドラインというのが、対象がやはり臨床症例ですから、そ

れと症状がない健常者を対象とした検診によって見つかったがんとは集団が違うわけですから、それに対

するガイドラインというのは再検討していく必要があるのではないかなと。それからもう一つですね、こ

れとちょっとバランスを考えなくてはいけないですけど、甲状腺がん検診のやり方の見直しというものの

反面、もう一つ今回被ばくの影響というのはきちんと検証していくかどうかというのは大きなイシューだ

と思うんですが、やはり被ばくの影響はきちんと見ないといけないと思うんですよね。それは数年という

短い期間ではなくて 4、5 年後から出てくると言われていますから、その辺まできちんと対応しなきゃい

けない。両方の天秤をどうかけるかとそういうこと大きなイシューになってくると考えております。 

 

加藤良平 副部会長 

根本的な所でね、渋谷先生にね、ちょっとお聞きしたいんだけど、その過剰診断というのは、我々病理

診断をやる病理医にとってはですね、がんじゃないものをがんと診断するというのを、そのOverdiagnosis

というふうに言っている訳ですよね。それで過剰診断っていった場合、先生の仰っている言葉というのは

ですね、世の中的には、少しそう誤解を受けてしまう可能性があるんじゃないかというふうに思うんです

ね。そのおとなしいがんを、見つけなくてもいいがんを見つけてしまうということを過剰診断と先生は定

義されていると思うんですけど。 

 

渋谷健司 部会員 

これは私の定義じゃなくて日本医師会のホームページにちゃんと書いてありまして、そこに過剰診断と

は何かというふうに書いてあります。その定義を私は使っております。僕がつくった定義ではございませ

ん。 

 

清水一雄 部会長 

どうぞ、では西先生からいきますか。 

 

西美和 部会員 

2点あるんですけれども、最近の Journal of Pediatrics に書いてありましたけども、大人の、成人の甲

状腺結節がんのガイドラインと子供とは違うんじゃなかろうかと。例えば 10 歳の子供は大人に比べて身

体が全然違いますし、甲状腺の大きさも違いますから、成人の 10 ミリといっているのは 10 歳では 4 ミ

リではないかという意見もあるんですよね。だから今の成人の 10 ミリ云々というのをそのまま当てはめ

ていいのかどうか。もし 10 歳で 4 ミリだったら 5.1 というのは、もう検査するリーズナブルなデータに

なるんですけども、もう 1つ過剰診断というのは確かに発見しなくてもいいのまで発見されている方もい

らっしゃると思うんですよ。全部が全部そうとは思いたくないんですけども、例えば今回の本格検査で

17.4ミリの方はですね、これは本当にがんだとオペされたか知りませんがけども、見つかって良かったん

じゃないかなとは思いますですね。それからあの子供の場合はやっぱり転移も多いですし、肺への転移も

多いと文献的にもありますので、ですから成人のガイドラインと小児のガイドラインとはですね、ちょっ

と違うような気がするんですよね。小児のガイドラインどのようにすればいいかちょっと分かりませんけ

どね。それ一部はあるかもしれんけども、全員が過剰診断ではないだろうと。一部は過剰診断あり得るか

もしれません。以上です。 
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清水一雄 部会長 

春日先生。 

 

春日文子 部会員 

渋谷先生の書かれた内容でもう少し詳しくご説明いただきたい所があるんですけれども、過剰診療につ

いては問題にしないと仰る一方で、現在の診断のガイドラインを変えるべきだと仰ってますが、その点一

見矛盾するようにも見えるのですけれども、先生のお考えをもう少しご説明いただけるでしょうか。 

 

渋谷健司 部会員 

過剰診療というのは、不必要な診療をするという意味では確かに似たように聞こえるかもしれませんが、

今回検査をしなければ見つからなかったがんがたまたま見つかってしまったと。それに対しての治療ガイ

ドラインというのはもともと無いんですよ。今あるのは臨床、先ほど西先生が仰ってました診療ガイドラ

イン、清水先生仰ってましたけど、病院に症状を持っていらっしゃった患者様を対象にしたガイドライン

であって、だから過剰診療を問題にしないこととガイドラインをつくるということは僕は矛盾していると

は思わないですし、今回対象にしている方、症状がない健常な方を対象にして見つかったがんですから、

それに対するガイドラインというのは今症状があって病院にいらっしゃった患者さんを対象としたガイ

ドラインとは違うのではないかということを提案しているだけであって、必ずしも過剰診療が行われてい

るということは、僕は申し上げてはないつもりですけれども。 

 

清水一雄 部会長 

はい、春日先生。 

 

春日文子 部会員 

この部会としてもしも提案するとすればですね、もう少しクリアなメッセージを伝えた方がいいと思う

のでご質問差し上げたんですけども、今、行われている二次検査以降の保険診療に移ってからの診療方針

については問題がないと考えられているわけですね。 

 

渋谷健司 部会員 

今ですか。 

 

春日文子 部会員 

ええ。 

 

渋谷健司 部会員 

今、過剰診断がおこって結果として過剰な治療が行われている。過剰診療とは言ってないですよ。 

 

春日文子 部会員 

ええ。 
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渋谷健司 部会員 

過剰な診断が行なわれた故に、それで見つけてしまったために今の診療ガイドラインに合わせれば、過

剰な治療が行われてしまうという、そういう結果であってそれは避けようが無いという言い方は語弊があ

るかもしれませんが、今の診療ガイドラインであるかぎりはやはり照らし合わせれば、福島医大の方から

そう仰ってますけどそれは本当にガイドラインに沿ってやってらっしゃる。ただそのガイドラインという

のは臨床症例に基づいて作られたわけであってこうして無症状の健常な方を対象にした検診で見つかっ

たがんに対してのものではないということです。実際に病院にいらっしゃった患者さん症状があって来た

患者さんの予後とか死亡率とかとそれから無症状の健常な方の予後とか死亡率とか、甲状腺がんによるも

のですよ。やはり集団が違うわけですよね。ですから、その違いをきちんと認識しなければいけないとい

うことが１つ。それからもう 1つは前回でしたっけ、津金先生がまとめられたがん登録のデータあります

よね。あのデータは基本的には臨床家の先生方が登録して、そしてそれが全国的或いは地域ごとに集計さ

れたものなので、基本的には症状をもった患者様の甲状腺がんに関するデータのわけですよね。それから

分析した結果であってもやはり死亡率というのは非常に低い。そういう観点からすると今回の無症状な住

民の方を対象にした検診における甲状腺がんの死亡率というのはさらに低いという可能性が高い。そうし

た面を考えるとやはりその利益と不利益というものをきちんと考えて、子供達の健康を守っていくと、そ

うした観点に立つと、不利益が上回る可能性が高いのではないかというのが私のコメントであります。 

 

春日文子 部会員 

そこの点はよく分かるんですけれども、新たなガイドラインが必要と仰るところがどの時点からのどう

いうところを対象としたガイドラインなのかがちょっとはっきりしなかったのでお尋ねしました。 

 

渋谷健司 部会員 

私が申し上げているガイドラインというのは何度も申し上げているけど、病院に現在ある臨床症例、臨

床症例というのは実際に病院にいらっしゃった患者さんを対象にして今、西先生が仰ったような Journal 

of Pediatricsに出ているような、そうした方を対象にしたガイドラインであって、今回は症状がない健常

な方を対象にした検診であって、そこで見つかった甲状腺がんと症状があって病院に行かれた方、そうし

た方々の予後というのが違うんじゃないか。で、あれば今見つかった方をその診療ガイドラインに沿って

手術するのが妥当かどうか、それからその中には経過観察をしていく可能性も考えなきゃいけないんじゃ

ないかと、それを申し上げているわけです。 

 

清水一雄 部会長 

私が一つですね、いいですかちょっと。じゃ、清水先生からどうぞ。 

 

清水修二 部会員 

今のお話をちょっと素人にも解りやすく教えてもらいたいんですよ。つまり臨床症例ではない症状のな

いものを診断する場合の基準が従来もっと違うべきだと、具体的にはどういう違いを設ければいいんでし

ょう。例えばということでいいんですけれども。基準をようするに厳しくとれという、そういう量的な違

いなんでしょうか。 
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渋谷健司 部会員 

違います。あのもともと症状がある方が病院に行って診断されるものと、症状がない方を甲状腺で例え

ば今日のケースなんかで 1 ミリまでのう胞なんか見つかるわけですよね。そうした場合に見つかった物。

そしてその二つの集団とは違いますし、そもそも症状がない方でたまたま甲状腺検査、超音波検査をして

見つかったがんというのはおそらく前回の津金先生のデータからも一生悪さをしない可能性は高いと。病

院にいらっしゃって今の診療ガイドラインに沿った方はもちろん手術しなければいけないけれども、今回

超音波検査で見つかったがんのお子さんたちはですね、そのガイドラインを機械的に当てはめていいのか

と言うのを僕は問うているわけです。 

 

清水修二 部会員 

いや、その違いは分かるんですけれども、同じ大きさの結節なりなんなり見つかった場合でもその後の

扱いに区別をするというふうに仰るわけですか。 

 

渋谷健司 部会員 

そうです。 

 

清水一雄 部会長 

あの私前から何回も申し上げているのは、部会長の立場を外させていただきますけれども、症状が出て

病院に来る患者さんというのは遅いです。ほとんどの患者さんは無症状ですね。痛みもない、たまたま家

庭で食事をしている時に飲み込んだらポコッと甲状腺のしこりが動いているのが見えて、人から指摘され

たとか、そういうところから見つかる。これはかなり大きくなってからですね。で、最近来る患者さんは

あの外来やっていますとエコー検査の例えば頚動脈エコーの検査をやっている。ついでに甲状腺をひっか

けたときに見つかってしまったとか、これはあの甲状腺を検査しようと思って病院に行ったわけではなく

て見つかる方もいますね。それで比較的進んでいる人もいます。福島の今回の検診は、背景にもちろんほ

とんど 100％近い人が無症状です。ただその背景には福島原発の事故という背景があります。この背景を

考え合せた上で全くしなくていいのか、あるいは事務局の方にやって下さいという人がたくさんいる中で

ですね、どのくらいの方を対象にどこまでやるかを含めてその辺の所も頭に入れながら議論していただき

たいというふうに思います。 

 

西美和 部会員 

ですから小児の場合はですね大人の成人の人間ドックはまた志村先生お聞きしたいのですけれども、過

剰診断といわれているのですけれども、中には発見してもらって良かったという人だっているのだろうと

思うのですよね。そういう人も全て 100人が過剰診断ではないと思うのです。それで子供の場合はですね

余命期間が長いですよね。40代 50代の人はせいぜいあと 30年ちょっと。しかし 10歳位だったら 70年

位ありますから余命期間が全然違うということと、いろんな英文には書いてあるのですけれどもやっぱり

子供の場合は結構大きくなるとアグレッシブにかなりアグレッシブな治療をしなければいけないから

Early detection がいいのじゃないかなという傾向もアメリカの報告にそういう風に書いてあるんですよ。

だから人間ドックの従来の考え方と小児の考え方とは違うのだろうと。じゃ、小児でどういうふうがいい
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かとはちょっとまだ分かりませんけどもね。志村先生、人間ドックやって実際見つかって良かった人もい

るんじゃないですか。 

 

清水一雄 部会長 

志村先生お願いします。 

 

志村浩己 教授 

その前にすみません、症状があって診療に来られる方のガイドラインというのは、以前は無かったので

す。以前は画像診断が発達しておりませんでしたので、ほとんどの方が症状をもって病院に来られていま

す。そこで悪性と診断された方、あるいは大きな良性の方は全員治療されていたんだと思います。ここ 10

年とか 20 年は画像診断が発達してまいりまして動脈硬化の検査あるいは肺の病気の検査、様々な検査で

甲状腺結節が見つかるようになってまいりましたので、それを全員治療するのは好ましくないんじゃない

か、過剰診断ではないかと言うふうに我々甲状腺の専門家が考えて診療ガイドラインをつくっております。 

ですから今の診療ガイドラインは症状がある方に対してというよりも、そういう偶発的にいらっしゃっ

た方に対するガイドラインという色彩が強いもので、それは今回の検診と基本的には同じだと考えていま

す。あと過剰診断は成人ではごもっともそのとおりだと思いますが、小児の場合は本当にそれが過剰なの

かどうかというエビデンスは無いと思いますので、我々は臨床的にはリスクを非常に厳密に評価して対応

しておりますので、それは足りないところはあるかもしれませんが、徐々にデータの蓄積と共にまた見直

すべきとは思います。 

 

渋谷健司 部会員 

はい、いいですか。ちょっと 3点だけ、簡単に。 

 

清水一雄 部会長 

はい、渋谷先生。 

 

渋谷健司 部会員 

今まさに先生仰ったように超音波検査によって実際に罹患率というのは非常に増えていますよね。世界

的にね。それはもうアメリカも韓国もすべてがん登録だそうです。日本もそうです。ただ死亡率は全然上

がっておりません。ですから過剰診断ということが言われているわけであって、ただ病院に実際かかる患

者さんはなんらかの撮影にしろ、いろんなケースがあって、たまたま行ったときに検診で見つかってしま

ったっていうのが、かなり今増えてきているので、そういう面からすると全てが症状を持った方ではない

というと、そのとおりなのですが、ただ多くの場合は病院に伺うというのは何らかの症状があった患者さ

んがもともと多かったわけですし、実際今、先生仰ったように甲状腺がんに対してたまたま超音波検査を

することで見つかるがんがあまりにも増えてきたというのが現在あって、それが正に僕の言っている過剰

診断の危険性ということで。ですから、なおさら今回みたいに、本当に無症状な一般の方にやった場合っ

ていうのは本当に気を付けて、まさに今ガイドラインにもあるのですけども、そうしてたまたま見つかっ

たケースが病院でも増えてきている中で、今のこれまでの診療ガイドラインというものをそのまま当ては

めるべきかというのはやはり議論の余地があると僕は思っています。 
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それから先ほど西先生が仰った、色んな文献で子供の甲状腺がんというのはアグレッシブであると、転

移も多いとそういうことを仰ってましたけど、それはおそらく実際に臨床症例ではそういうケースが多い

のかもしれませんが、今回のように小さくたまたま症状がない方を全て甲状腺の検査をして見つかったが

ん、本当にそうなのかどうかというのはやはり分からないのだと思うのですね。確かになおさら気を付け

てやるしかないと。 

それから最後ですけど、やはり死亡率が非常に高いと仰ってましたけど、前回同じ議論でしたけど、津

金先生の出したデータはやっぱりきちんと登録したデータなのです。ただそのデータ見ないで

Speculation じゃないですけども死亡率が高いとか、だってその津金先生がまとめられたデータっていう

のは皆様方が信頼したデータが登録されてそれが集計されたわけですから、そこからしてもやはりその死

亡率とか有病率の予測とか、そうしたものに基づいて議論しないとせっかくデータに基づいて津金先生が

前回議論を提案したのに、また元に戻るような議論をしているので、きちんとやはりデータは見ないとい

けないなと個人的には思っております。ですから、そこは臨床医と疫学者という全く二項対立じゃなくて、

二つのデータというのはお互いリンクしていますし、見ているものは集団と個人で違うかもしれませんけ

ども一つ一つの症例の積み重ねが、津金先生が提示したものであって、それはもう臨床症例一つ一つの症

例の重みというのはまったく変わらないというふうに個人的に思っています。 

 

清水一雄 部会長 

はい、どうぞ鈴木さん。 

 

鈴木淳一 保健福祉部長 

すみません、県の保健福祉部でございます。事務局からあまり意見を申し上げるのもどうかと思います

が、若干お話させて頂きますと確か前回か前々回の部会でも過剰診断の話になった時に私県民の声という

のを紹介させていただいた覚えがあるのですが、報道などで過剰診断というのを見て非常に違和感を覚え

るという、これは保護者の方のご意見です。なぜかといいますと正に放射線被ばく、チェルノブイリの例

を皆さん勉強なさっていて、やはり子供さんのことが非常に心配だ、ということで 2年にいっぺんと言わ

ず毎年検査してくれというような声が県にも多数よせられてきたということで、あの渋谷先生のですね、

只今拝見した見解にもですね、1ページ目の一番下の黒ポチの所にですね、そうした県民の懸念からこの

ような検査をされていることは良く理解できるという一段落がありまして、ただ現行は過剰診断の可能性

が高いと言うことなのですが、この懸念にご理解がいただけるのであればですね、やはりここは先生の仰

る不利益と利益ですね、診断による。ここの所に県民の不安に対するその説明というのでしょうかね。そ

こもちょっと加えていただきたいなと非常に思うのですよね。これをどちら側から説明するか。あのもし

先生の説明のようにするのであれば、そういう不安はないので、ほとんどありませんから大丈夫ですと言

っていただいた上で過剰診断という説明、議論になるのであれば分かるのですが、不安を抱えたままのと

ころにですね、逆側から説明しようとすると、ちょっとまだ県民の多くの方からご理解が頂きにくいので

はないかというのが我々の今の感じ方です。 

 

清水一雄 部会長 

はい。あと。 
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渋谷健司 部会員 

その非常に感情はよく理解しています。していますし実際に始めた当時の皆様方の不安とかそうしたも

のによって甲状腺検査が実施されたということは当時の状況を鑑みて妥当であったと私も思います。ただ、

この資料 1－1 に書いていますけど、目的が子供達の健康を長期的に見守ること。やはり健康を見守ると

いうことが第一義なわけです。そうした観点からするとやはり、この 3年経ったときに今のやり方でいい

のかどうか、当時 3年前は甲状腺検査をやって早期発見、早期治療はいいだろうと、そういう議論があっ

たことは、僕は本当にそのとおりだと思うのですが、ただ、やってみてこれだけ多数見つかって、80数例

も手術されているわけですよね。それぞれが本当にする必要があったか。そうしたものを考えた点で前回

の津金先生のデータからすると予測される有病率よりもはるかに高くて、実際に被ばくによる影響という

のはまだまだこれは調べなくてはいけないのですけども、今の被ばく量からするとそこまで出る、あるい

は時期的にもそこまで出る可能性は低いというのは皆さん何度も述べているわけですよね。じゃ、可能性

としてどうなのかと考えた時、過剰診断という言葉はあまりよろしくないというのであれば

Overdiagnosisという言葉を使いますけど、それが一番妥当であると。そういう単にロジカルに考えると

そういう結論に至るわけですよね。そうした時にじゃどうしていくかと。特に過剰診断見つけてしまった

ことはしょうがない。じゃ、そのあと手術するのかどうか。そうしたものを議論しないでですよ、とにか

く感情的に違和感があるからどうかというのはもちろんそれは一理ありますが、この部会というのはきち

んとサイエンスに基づいて、データに基づいて今 3年経ってみて見直しが必要なのは見直す、本当にやら

なくてはいけないことはやる、分からないなら分からない、先にきちんと検証しましょうというのをきち

んと方針を出すというのが私の役目だと思いますので、そのお気持ちは本当によく分かりますし、その気

持ちに沿うべきだと思います。ただ本来の一番の目的というのは子供達の健康を守ると、そこをぶらしち

ゃいけないと思うんですよね。そういう観点から僕は今のやり方は不利益の方が大きいんではないかと、

そう申し上げている次第です。 

 

清水一雄 部会長 

子供の健康を見守るということでこの検査が始まったと思うのですが、その結果、細胞診で 109人見つ

かって 85 人手術したわけです。これは前回の委員会・部会の時に、鈴木先生からご説明いただいたよう

に、109人全員手術したわけではなく、その中で専門家、外科医が集まって、あるいは内科の先生が一緒

だったかもしれませんが、この手術は必要だと判断して行った 85 名と私は理解していますけども。それ

でも何かご意見がある人いますか。これはこの前説明いただいた。はい、鈴木先生。 

 

鈴木眞一 教授 

私、当事者なのでそのことは皆さんで議論していただいた方が非常にいいと思いますけど、私も日本の

甲状腺の専門家でこの間まで理事長をしていましたので 1つ答えておかなければいけないのは、渋谷先生

の仰ることは渋谷先生が勉強されたことはごもっともかと思うのですけど、我々は、日本では、過剰診断、

診療になるということを百も承知で日本が世界に先駆けてそういう基準を設けて過剰にならないように、

なるべく微小がんを取らない経過観察をするということでこの基準もその 1つとして作られたもので、当

初は米国から「日本はなぜそういうことをして全摘をしないのだ。」、「小さくとるのだ。」、「経過観察なん

て信じられない。」というのを散々言われたのですが、米国のガイドラインは今年から日本の我々の経過

観察をするという概念も一部取り入れるようになっております。そこは我々が先駆けてやっている中で日
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本の全国の専門家と相談してこの基準も決めております。その結果でやっていることです。先生の計算で

１つお答えしなくてはいけないのは国立がんセンターのがん登録は我々も知っていますけど、あれは十分

に甲状腺がん全てが捉えられているわけではないと。我々甲状腺がんに関してもその辺今地域がん登録を

もう少ししっかりしようということで、あれはひとつの推定値であります。あとは 5 年生存率、10 年生

存率で甲状腺がんをとりあえず他のがんと評価するのは出来ますが甲状腺がんは実際には 30 年以上たっ

ても亡くなります。それは何故かというとステージの早いうちのものはずっと亡くなりませんけど進行し

たがんは 10 年でも亡くならないのですが、そのあと最終的には亡くなる人が増えていきます。ですから

生存率をその 10 年や 5 年の登録だけじゃなくて長い間で見ると今見つかっているのは過剰に早い所では

ないですが、一般的にとるべき臨床例の中の早い方にきていますので、ご存じのように片葉切除が非常に

多くて、非常に将来の予後は良いのではないか、QOL も良いのではないかということは想像されます。

そういう中でこれは初めての試みですので、みんなでそういう所を日本の英知を集めながら検討しながら

行くべきだとは思っています。過剰だということに関してのそういう疫学的な議論に関してはもっとして

いただきたいですが、そこに対する基本的な甲状腺の常識という今までの知識はもう少し明確に入れてい

ただきたいと思います。 

 

渋谷健司 部会員 

すみません、先生言っていること僕言っていること全然矛盾していないのですよね。まず、過剰診断あ

ると先生認められているのですよね。ですから過剰診断はあるわけですよ。実際に甲状腺超音波検査によ

って罹患率は非常に上がっていて、死亡率というのはほとんど変わってない。もちろん、がん登録は先生

の仰るように特に福島県はまだまだ整備が本当に必要です。これから法律が通っていま正にがん登録をき

ちんとしていこうという段階なので、これからもっとちゃんとしたデータが上がってくるでしょう。ただ

今がん登録、少なくとも国立がんセンターが集めたものは、日本で他に比較出来ないほどきちんとしたデ

ータでありますし、ただ欠点はもちろんあると思います。ただ、そこを無視して、議論するというのはど

うかと。ですからそれをさらに英知を合せて今の検診というのは今まで世界中でやったことがないもので

あるから、なおさら気を付けてきちんとした方針を立てていきましょうということに関しては私と先生は

まったく矛盾してないと思うんですけどいかがでしょうか。 

 

清水一雄 部会長 

過剰診断に気をつけなくてはいけないという所では、意見は一致しているというふうに思います。それ

で今日と次回を含めて 2回の部会である程度の結論を出したいと思います。今日は、あと今ちょっと少し

ポーズを置かせていただきます。この問題についてはもう一回また戻します。この中にあるいくつかの問

題で先ほどから出ているガイドラインのことです。ガイドラインに関しましては日本甲状腺外科学会、内

分泌外科学会と決まったガイドラインがあると、このガイドライン以外に新しく検診の治療に対するガイ

ドラインですか、これを作ることに関しては、ある程度のステップをおかなくてはいけないと思いますね。

それもここで決めるのではなくて最終的にそれは学会なり持って行って決めるのか、その辺のステップは、

ちょっと僕は分かりませんけれども、いずれにしても今回の検診に対する対応に関してはちょっと違った

意見もあるのだということをこの部会甲状腺評価部会では意見のひとつのまとめとして親委員会に提出

したいと思いますので、このガイドラインのことに関してはこれで話を終わりにしたいと思います。それ

から過剰診断のことも含めまして今現在の検査している内容、体制、これについてちょっと議論をしてい
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ただきたいのですが、ご意見いただきたいのですけれども、それが結局。 

 

渋谷健司 部会員 

すみません。ちょっといいですか。ガイドラインの話をやめるというのはどういう意味ですか。ちょっ

と良く分からなかったのですけど。 

 

清水一雄 部会長 

ですから、この検査のガイドラインはここでは最終的には決められない。 

 

渋谷健司 部会員 

もちろん、ガイドラインは我々決められませんよ。でも、ガイドラインを見直す・再検討する、という

ことは提案出来るのではないですか。 

 

清水一雄 部会長 

もちろん、それを親委員会に提出すると。それでですね、検査の内容、今やっている検査の内容、項目

これは無意味である。もっと増やした方がいいのだ、という議論をお伺いしたい。それからもう 1つ。検

査を受けた子供たち、あるいは親御さんに通達することがあると思うのですけどその通達の仕方に関して

もちょっと不安を持っている親がいらっしゃる、あるいは子供さんも高学年になると不安を持つ方もいら

っしゃる。その方に対する説明の仕方はこれでいいのかということについて、ちょっとご議論していただ

きたいと思います。加藤先生。 

 

加藤良平 副部会長 

今の検査の内容について、またさっきの話もちょっと加ってくるのですけど、私も甲状腺の病理やって

いますから、Natural history はもう分かっているわけなのですが、それでやはりそういう Overdiagnosis

も含めた形での意識した検査をやっているかどうかというので、今日色々とお聞きしたのですが、鈴木先

生の話ですと 5ミリ以下の結節に関しては、これはもうフォローアップで行くというふうな事をお話され

たと思いますね、で 5ミリ以下の結節というのはかなりの部分でがんも含まれてくるわけですが、それは

なるべく触れないでというふうなことでフォローアップして行きましょうという形で、一応その

Overdiagnosisを意識した形で治療を行っているんではないかなと私自身は感じたのですけど、その辺は

意識してされているのでしょうかどうか、ということをお聞きしたいと思います。 

 

鈴木眞一 教授 

はい、このガイドライン超音波の基準を作るときにですね、先程も仰った一生取らなくていいものを取

るということがないように。そういうものはどういうものかといった中でその一番の例が剖検例なのです

ね。剖検例で見つかる甲状腺がんが数十パーセントある。そのほとんどが 5ミリ以下その中でもさらに小

さいのです。多数多発して小さいものが多いということで 5ミリまではそういうものはかなり含まれるだ

ろうというのが想定されています。それが 10 ミリっていうところはまだコンセンサスが正確に得られて

ないので 5～10 は二次検査にあげた上で、二次検査で厳しい診断基準で細胞診をする人はそこからセレ

クトされます。極めて悪性が疑われる人だけ細胞診をする。ですから実際見つかった人も手術例ではご存



 

24 

 

じのように小さいなりにも進行しているものを今のところ選べているものが多いということで、そういう

抑制的な基準で今、子供にも適用しているということでございます。 

 

春日文子 部会員 

本日色々ご説明いただく中で、ちょっとでも一次検査の時に検査する側の方が判らない時には、判定委

員会に上げてそこでも二段階でチェックされるという本当に丁寧な検査の過程を見せていただきました。

それで、私達はとてもよく納得したんですけれども、県民の方達にもそこまで丁寧に説明がされているの

かどうか。それからお一人お一人例えば疑問があった時お電話とか写真を自分でも持ちたいというような

希望があった時にどんな対応をされているのか教えていただけるでしょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

それぞれについて対応していますが、今日は先生方のかなり詳しい方々への説明ですので、全く慣れて

ない方にも分かるような説明やはり質問者に合わせて答えるということが常だと思います。なるべくお母

様方には検診の前にビデオを見せて、こんな風にのう胞は見えますとかどういう風に診断しているかとい

うのを、私の滑舌の悪いビデオなのですが、東北弁で喋っている中で必ず検査を受ける前に見ていただい

て、そうすると判定がよく分かるということで、そういうことをしていただいています。画像が欲しい方

には、前は開示請求が非常に繁雑だったのを簡単にして、どうしてもという方にはお渡しするようにして

おります。 

 

清水一雄 部会長 

はい、欅田先生お願いします。 

 

欅田尚樹 部会員 

先ほどの議論にもちょっと関連する所ですけども、鈴木先生、前回、前々回の時にも、悪性あるいは悪

性疑いという方に関して手術している部分は、臨床的に手術が必要な方を中心に行っていますと、今も繰

り返しご説明いただいた所です。一方で、放射線との関係についてどうなのかということに関して言えば、

これは放射線の影響ではないだろうというのは県の見解になっていますし、それは私達放射線に関する研

究をやっている人あるいは UNSCEAR、WHO の国際機関の報告でも基本的にはごく一部の方には放射

線内部被ばくによる甲状腺のリスクが上がる方がいるかもしれませんけれども、概ね日本、今回の福島の

事故の場合はないであろうという風な結論をいただいている所ですよね。そしたら、今福島県民の事故時

18 歳以下の方に行っていますけれども、それで手術適用になる人がこれだけおられるということになれ

ば放射線の影響がないというのであれば、全国の人も同じだけ手術適用のあるお子さんがいるということ

になると読まれてしまうことにもなりかねないですけれどもそこはどうなるのでしょうかということと、

やっぱり子供さんを見守るという中でこういう健康診断というのは非常に手段として重要な所もあると

思うのですけども、こういったものが一次予防なんかに繋がる行動変容のきっかけになるような場にして

いくということが非常に大事になってくると思いますので、先ほど説明を十分にされているのかというこ

ともありましたけれども、特定健診、特定保健指導いわゆるメタボ健診というのが始まった時、あるいは

産業保健の現場でも健康診断でそこで病気を見つけるというよりも、やっぱりこういうことで行動を変え

て行けるチャンスを十分説明する場を設けていくというのが、非常に大事になってくるのだと思いますが。
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今日も見せていただいた中では、これは県の人にもお願いしたい所ですけど、とてもじゃないけど人材的

にそんなこと言われてももまず出来ない。マンパワー的にも出来ないよ、という所だと思いますので、そ

こをもうちょっと甲状腺の検査のやり方を工夫するなりしてですね、十分にその本来の見守りという主旨

が伝わるような方向に持っていくということを、また再検討してもいいんじゃないかなと思うところです。 

 

清水一雄 部会長 

今のようなご意見をちょっとお伺いしたいんですけども、結局今の検査行っている検査がこれでいいか

どうかということと、それから今後どういうふうにしていったらいいかということ。36万人なり 38万人

なりを対象に大規模な検査が今行なわれているわけですけども、今日お話聞くと一人にだいたい 2分から

3 分くらいですね、そうすると紙 1 枚で A とか B とかになってしまわざるを得ない結論をそこで大丈夫

ですよと所見をその場で説明して親御さんにあるいはご本人に安心してもらうという説明の時間はない

と思うのですね。そういう時に不安に思っている家族、親御さんに対してどういう風に対応するというの

は中々難しいと思うんですけど、鈴木先生、その辺の所どういうふうに考えていらっしゃいますか。 

 

鈴木眞一 教授 

こちらからお答えしたいと思います。まず先生紙１枚と仰ったんですけど、僕らはこれでそうとう苦労

しているのですが、紙１枚にどうやってコンパクトにまとめて報告するかと。紙が多くても読まれない方

もいて、実は結果の裏には結構説明が書いてあるのですけど、今度はそれはそれで読みにくいという人も

いて。いろんな方がいらっしゃいますので、そこは紙１枚で説明をしてない訳じゃなくてコンパクトに説

明しようとしたのですが。それが分かりにくいのであればいろんな媒体を使ってやっております。今先ほ

ど言った検査前のビデオもありますし、後は今学校単位でPTAのお母様達をお呼びして説明会をやって、

もう一度丁寧に説明するとか、いろんな形で判定に関して理解していただく。あと甲状腺通信というのを

定期的に出して、そこに説明を加えるとか。いろんな形で甲状腺に関してよく理解していただこうという

ことに関しての説明は色々な形でさせてもらっています。あと直接検診で分からない、不安だという方に

は、最近、別個にその場で対応するという試みも始めております。ただ全てには出来ないのですが、その

会場に医師を一人おいて希望者にはそのあと簡単な説明をするという試みを始めています。中にはやっぱ

り聞きたい人もいれば逆の方もいて、この間の結果、前回の結果どうだったか忘れてしまったという方も

いて、それはそれで気になさらないで次、普通の生活をされている方もいるっていうことも重要で、いろ

んな方がいらっしゃるという中で心配な方にはそういう場を設けているということでございます。 

 

清水一雄 部会長 

紙 1枚という言い方は言い過ぎ、変な言い方だったんですけど、紙 1枚に凝縮して患者さんにお伝えす

るということ、患者さんというか対象者にそういう他にもいろんなフォローして、努力をして、家族にも

ちゃんと伝えているということ、対応しているということだと思うのですが、いかがでしょうか他に。は

い、欅田先生。 

 

欅田尚樹 部会員 

今、お話させていただいたホームページの方から見せていただきましたけど、この甲状腺検査の結果に

ついてという資料、A判定、B判定、C判定の方それぞれ分けてご説明いただいている資料ということで
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すよね。混乱している時期に検査をしないといけないという体制が立ち上がって検査がスタートして、そ

の中で今も議論をいただいている課題が上がってきて、こういうリーフレットを丁寧に作っていただいた

のだと思うんですけども、まず検査ありきであってその検査の結果についてのご説明をしましょうという

形になっていますけれども、その検査の目的であったり、背景がどうなのかということの説明があまりな

いと思うのですよ。 

それがまた別の機会に十分ご説明されているのか、先生の方でビデオ作って説明と言われていましたけ

ど、そのビデオもどちらかというと受診の仕方についての所が多かったと思うのですけれども、甲状腺検

査の意義がどうなのかということについての説明が十分になされているのかというのがちょっと気にな

る所です。ちなみにこれはもう時代も変わる所もありますけど、アメリカのネバダの核実験の時に同じよ

うに甲状腺検査をするかどうかということで、それ以後ずっと経ってからの住民検査について、こういう

形のリーフレット作られ鈴木先生もご覧になられているかもしれませんけど、これの中では甲状腺という

のはどんなものであるのかというようなこと、どういう生活対応をとってきたらどれぐらいの被ばくがあ

るのか、その被ばくの場合にどの程度のリスクがあるのかと、それで甲状腺検査をした場合に利点・欠点、

今それこそずっと渋谷先生の方からご議論いただいたように Overdiagnosis の問題はどうなのだろうか

とそういうことを踏まえて自分ではそうしたら検査した方がいいと思いますか、あるいは過剰診断になる

ような結果ですけどそれを聞きたいですかというふうな自己選択した上で最終的にドクターにコンタク

トをとりましょうという話をもっていくようなシステムを組んでいる所があるのですけれども、そういっ

た前段の説明の所というのはいかがなのでしょうか。 

 

鈴木眞一 教授 

はい、ありがとうございます。まず学校の説明会もかなりの資料を使ってやっている事と、今私共の方

にも広報担当がおりまして、いろんな形で広報の仕方、あと学校の生徒達に直接説明するという教材資料

等を今かなり作っておりますので、いろんな形でそういう説明をするという機会は増えているかと思いま

す。今ここで即答出来ませんけど、いろんなパターンを作っております。あと広報が作った説明の書類と

いうのもありますし、いろんなパターンで甲状腺通信以外にもそういう説明書きはしています。ただ将来

的には、さらに充実をした形でそこはどんどん出来るように今予算立てもして次々とやっている所でござ

います。 

 

清水一雄 部会長 

もうすでに、本格検査が始まってあと 2年はこれを続けますよと。検査をしている中でこういうふうに

いつも話題になるのは過剰診断ですね。このことも含めてその都度あるいはパンフレットにしてその都度

親御さんとか渡して理解をしてもらった上で受けていただくということがやっぱり必要じゃないかと思

うので。それともう 1つそういうことに結果が出るのでしたら私達は受けないという方もいるのはしょう

がないと思うんですけども、それを判断していただいて検査を進めるということがいいのじゃないかなと

僕は思います。 

 

鈴木眞一 教授 

基本的に同意書をいただいて検査をしていますので、ただそれでやはり同意されない方がいる場合には、

やはり説明の仕方が悪いのかなということで、そこに関しての我々の方の対応を変えるというのを常々や
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っている所でございます。 

 

清水一雄 部会長 

先生方、検査の体制あるいは内容と過剰診断のことも含めてですね親御さんにそういう受診時に説明を

しっかりと、コンセンサスをとるということも含めて説明しながら進行していくという今意見だと思うん

ですけど、いかがでしょうか。 

 

渋谷健司 部会員 

短く。今日実際に何度も皆さん仰ってますけれども、今日小学校に行ったんですけれども、非常にちっ

ちゃい子が首出して、一列に並んで「おはようございます」と言いながら見て。今回ですよ、この甲状腺

超音波スクリーニング検査でがん登録から予測される 60 倍の有病率のがんが見つかったと。子供達にで

すね。その内の 8割が手術されていると。ここまで被ばくの影響がないといいながら、過剰診断があると

先ほど仰いましたけど。それでも今の診療ガイドラインに準拠して手術していいのかと。この 60 倍、そ

のうちの 8割は手術されている。予想以上に多くのがんが発見されてそしてその 8割が手術されていると

いう現状を考えたとき、あの子供達の顔を見て、本当にこれ以上、今のガイドラインで手術していいのか

と。それをもう一度考えていただきたいと思います。サイエンスをサイエンスで、きちんともう一度考え

てですね、そして今回の検診の在り方、実際に県民にどう伝えて行くか。そして本人達がどのように参加

して、どうするかということをきちんと先生仰るように方向性は我々が出すべきだと思っております。以

上で終わります。 

 

清水一雄 部会長 

はい、鈴木先生。 

 

鈴木眞一 教授 

いかにもすごい子供達がかわいそうだという表現をされましたけど、小学生の子供で手術をしている人

は極めて少ないです。ですからあの子達は将来これからそういう心配をされて超音波検診を先生方お二人

の先生も放射線の影響がないと言い切りましたけど、我々福島に住んでいる人間としてはそんな影響はな

いのではないかということは言われていますけど、影響がないとは決まっていませんので。 

 

渋谷健司 部会員 

言い切ってないですよ。僕はちゃんと調べたほうがいいと言っているのです。 

 

鈴木眞一 教授 

我々は粛々と線量が高ければ早くあがりますけど、低い事はだんだん分かってきましたので、それを

粛々と見ていく。一番その影響の大きいのは小さいお子さんたちなので、粛々とエコー検査を続けている

わけで、あの子たちが手術をされているわけではございません。極めて小さい子には B 判定も少ないし、

がんも少ないということであります。 

 

清水一雄 部会長 
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はい、春日先生。 

 

春日文子 部会員 

今、後段に出てきたことと関係しまして、これは午前中見学したあとで委員の皆さんの中から出てきた

意見なのですが、私だけの提案ではないんですけれども。やっぱり甲状腺検査のもう 1つの目的というの

は、本当にその事故の影響があったかどうかを可能な限り検証する評価するということです。そのために

は決して検査だけではなくて、基本調査との照合ですとか、それから環境省の専門家会議で随分議論にな

りましたけれども、直接内部被ばくを測定したデータとの一人一人のつき合わせですとか、そういう事に

伴う現時点で可能な限り正確な被ばく量とのつき合わせということが絶対に必要になるわけです。それを

ですね、この評価部会として是非強く、これは県立医大にではなくてですね、別な所ですけれども、強く

必要性を訴えて行きたいというふうに思います。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ありがとうございます。星先生お願いします。 

 

星北斗 部会員 

今の件は、前回の親部会（検討委員会）の方でも私も何度か発言をさせていただいて糸口は本当に細い

けどもなんとかしたい、ということを申し上げました。きっと放医研で日夜やってくれているとは思いま

すけども、そういうことで必要ならば必要な措置を取るように国なり県なりにお願いするということは一

つのこの部会から本会に上げていただきたいのは賛成でありますし、先ほど話をしたとおり、そこについ

ては異論がないだろうと思います。その上で、話がちょっとずれちゃいますけれども、今日子供達の顔見

ながらそれこそ考えたことはですね、甲状腺の健康のことだけでいいのかなということですね。38 万人

の子供にですね、我々医療者が直接接するチャンスというのは、未来永劫この先も来ないような気がしま

す。その親御さんを含めて、非常にこれから将来を担ってくれる子供達に直接その原因はどうあれ直接顔

を合わせられるという、このチャンスをもうちょっと他に活かすということは出来ないのかな、というの

を今日はオレンジ色の体操着の子供達を見ながら思いました。これはここでこれ以上議論が出来ないかも

しれませんが、やはりそのチャンスを、これからの彼女・彼らの健康づくりや生涯に渡っての健康への意

識付け、あるいはちょっとよこしまかもしれませんが、医療界人材不足ですので、医療に興味を持っても

らうチャンスとか、そんなことがもし、今まで甲状腺はこんな臓器ですよ、こんな事がありますよ、こう

いうふうに検査をしますよ、ということだけじゃなくて直接学校に我々が立ち入り、今までもちろん学校

医の先生方が頑張ってらっしゃる姿があるわけですけれども、この 38 万人という接点を甲状腺のエコー

検査ということに集約していいのかな、ということは本当に感じてきましたので、これはまた別な次元で

の話になるかもしれませんけど、特に春日先生なんかはそういうご意見をお持ちじゃないかなと思うんで

すけども、その辺りをもうちょっと本会議でもそうですし、これから先議論が出来たら健康で一番を目指

すのだと、むしろこういう検診をすることによってネガティブな方向でなくてポジティブな健康県を目指

すのだといった、当初のことをもう一度振り返って感じてきたので、そのことだけを発言させていただき

ました。以上です。 

 

清水一雄 部会長 
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はい、ありがとうございました。本当に建設的なご意見で私も同感であります。1時間ちょっとこの問

題について話し合ってきましたけれども、この現在行われている検査、これで私はさらに頑張って続けて

いただきたいと思っているんですけども、何かご意見ございますか。今の検査方法に関して。その中で検

査って今の超音波検査ですね。 

 

渋谷健司 部会員 

 続けて行くって、どういう形で続けて行くというのをもう少し明確にしていただけるとありがたいので

すけど。 

 

清水一雄 部会長 

その意見をいただきたいということ。 

 

渋谷健司 部会員 

そういう意味ですね、ごめんなさい。いいですか。 

申し上げましたけれども、やはりこれだけ過剰に診断というか多く見つかっていて、そしてそれを今の

臨床症例のガイドラインで治療することは、僕は妥当だと思いませんので再検討していただきたい。それ

からやはり春日先生が仰ってましたけれども被ばくの影響というのはきちんと見ないといけない。前回こ

れはコホートの形をとった、これはコホートである、というコメントが医大の方から出ましたけれども、

やはりコホートが成り立つためには、個々の人の線量が分からないとコホートにならないわけですよね。

それが成り立ってない中でコホートという形を続けても余り意味がないと。ですので、僕からの要望はき

ちんとガイドライン見直すということと、やはりもう少したったら再度甲状腺の検診そのものを見直して

欲しいということと、それから、やはり被ばくの影響をきちんと見なくてはいけない。まず、出来るだけ

個人の線量を評価していただきたい。さっき仰っていた放医研のものとか 1,000人単位で初期の甲状腺へ

の被ばくのデータがありますから、そうしたものをきちんと出して行って、そしてきちんとしたデザイン

で被ばくの影響をみていただきたい。本来のプロトコールの目的である子供達の健康を守る。で、先生仰

ったように、さっきの明るくて可愛い子供達の本当にポジティブな形で福島県前向きにやりたいと、僕は

そのとおりだと思うし、健康を守ると。それから放射線の影響についてきちんと検証すると。その二つが

成り立つような形で今回の甲状腺がん検診というものをもう一度見直して下さいと、そう申し上げたいと

思います。 

 

清水一雄 部会長 

はい、今のご意見渋谷先生のご意見は十分頭に入れてまとめて行きたいと思いますけども、先ほどちょ

っと公式の場ではなかったんですけども、部会の中で話し合って、内部被ばくの問題。初期のですね。そ

れをきちっともう一回検証して。非常に大事な検査であり、情報ではないかと思うんですけれども、その

ような所も星先生ご意見いただけますか。 

 

星北斗 部会員 

渋谷先生が仰ったようにですね、Dose response が分からない限りきっと甲状腺への今回の事故の影響

というのを明確にすることは出来ないということなのだろうと思います。究極の所はですね。現時点で
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50％近くの人が行動調査を出している。しかし、行動調査の外部被ばくと内部被ばく、特にヨウ素の内部

被ばくとの関連については、何ら明示されていない。当然のことながら結果としてそれぞれの個別に検診

を受けた方、あるいは手術を受けた方の甲状腺への被ばくの線量については、ほぼ分からない。地域性に

よってはこのぐらいの違いがあるんじゃないだろうかと間接的な証拠をさらに間接的に見ているに過ぎ

ないのだろうという事を感じて、前から議論をしてきたのだと思います。ですから、前々から話をしたし、

先ほど春日先生が仰ったように、一人一人の個別の甲状腺への被ばく線量を明示出来ないまでも、ある種

の相関の高いものを探し出すことによって、それから推計をするということは一定の範囲において可能だ

ろうと思いますし、この間、明石先生も可能性はゼロじゃないというふうに仰ってましたので、放医研に

は是非ともですね、金がないなら金を付けるって別に私は金を持っているわけでは無いですが、そういう

ことを含めてですね、やはりそれを明示されない限り福島県民の今行っている甲状腺検査の本当の意味ね、

本当の意味の 1つ、とても大きな意味の 1つは、本当にこの甲状腺への影響があったのか無かったのかと

いうことを明確にするためには、必要な情報、かくべからざるべき情報であるということは、多分共通の

認識だろうと思います。ですから、そこについては強く求めていく。これは医大の今の甲状腺の検診その

もののやり方とは別ですけどもね。それはっきりさせて行きたいと思っていますし、そのことは親委員会

にもキチッと上げていただいて、親委員会の方からも、この場合は県からの委託を我々は受けているので、

県を通じてたぶん国や関係の団体にお願いをするということになるのだろうと思いますけど、いずれにし

ても、今福島県が抱えている様々な問題を一歩前に進める為には、そうないんじゃなかろうかではなくて、

こういう結果として、そして甲状腺の検査を 38 万人、何年間やったおかげでこういうことが分かったん

だ、という結果に結びつける必要があるし、それを 1つの大命題として捉えるべきだろうというふうに私

も認識しましたし、多分多くの先生方がそういうふうに思っていただいたんだろうと思っております。以

上です。 

 

清水一雄 部会長 

初期被ばくの内部被ばくの問題というのはきっと部会員の先生方、これを調査するっていうのは本当に

ちゃんとしていただける意見だと思うので、是非この部会の意見として親委員会の方に提出、あげたいと

思います。よろしくお願いします。はい。 

 

欅田尚樹 部会員 

今の点に関連して、県の方に確認したいんですけども、今初期被ばく線量の再評価というのはいろんな

手法で検討されていますけれども、それ以前に明確に分かっている最初に避難されている 1,080人の方の

スクリーニングの調査、あるいは弘前大学の調査データというのはありますけれども、1,080 人はお子さ

んだけでなく大人の人も入っているわけですけれども、そういったものをリンクするようなことっていう

のは、インフォームドコンセントの問題とかありますけれども、現時点で出来ているんですか。あるいは

何かする場合に、現状どういう課題になっているのかということをご紹介していただければと思いますけ

ども。 

 

鈴木眞一 教授 

もう既にですね、県民健康調査が始まった時期に、県の方から 1,080名の方に同意をとりまして、その

内全てではないですけど、同意を得られた方は県民健康調査の結果にそのデータを付けるということは、
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いただいてその方達に関してはもうずっとみております。今の所そこだけのとこに何も出ていないという

ことです。 

 

清水一雄 部会長 

はい、それではですね、あと二つ議題を残しております。これは二次検査後の保険診療に移行します。

その後の医療費のことについて、そうですね 10 分弱でご議論をいただきたいんですが、何かございます

か。今度は、はい、西先生お願いします。 

 

西美和 部会員 

保険診療というのは自己負担分をどうするかということでしょ。子供の場合だったら２割負担とか 3割

負担とか。全部じゃないでしょう。10割全部という意味じゃ。 

 

清水一雄 部会長 

違います。普通の保険診療に移行しますね。 

 

西美和 部会員 

保険診療に自己負担分がありますでしょう。自己負担分をどうするかということですよね。だから自己

負担分をこういう状況ですから、何らかの公費か何かでしないといけないと思いますけどね。 

 

清水一雄 部会長 

公費以外にご意見がある方。やはりこれはこの関連で、検査で見つかった症例なので、是非公費負担が

望ましい、すべきだという意見でよろしいでしょうか。反対意見はございませんか。じゃこれはスッキリ

といきました。 

 

星北斗 部会員 

公費云々という話は前から何度か出ていまして、この検診で見つかった様々な病気に対して、どういう

ふうにその治療を進めて行くのかというのはそれぞれ検診やっていますから、それぞれの検診にも影響が

あることだろうと思います。こと甲状腺に限ったことではないのだと思いますけども、先ほどらい 60 倍

の確率かどうか分かりませんが見つかって、その患者さんを保険診療だからということで我々非常にその

なんて言いますかね。その後のデータについてもかなり医大の方でもインフォームドコンセントを取った

上で情報の提供をしていただいていますけれども。ですからその辺の所との関連をどう考えるか、という

ことだろうと思います。単純に自己負担額をお金として与える、与えるというか、お金として補填すれば

いいのか、今 18 歳未満の医療費の自己負担分はゼロにといいますか、事実上ゼロになっていますので、

それを超えた人達が 18 歳以上ですね具体的に言えば、金銭的な負担をゼロにするというだけで事足りる

のか、という話は、なんといいますか、技術的といいますか、医学的なというか、科学的な範囲を超えて

議論しなくちゃいけないことだと思います。ですから、公費負担すればいいんじゃないのというなんとな

くの理解としては、それはそれでいいのかもしれませんが、細かなことを考えた時に、そのデータが公費

負担をすることによって誰のものになっちゃうの、ということも明示されなければ、やっぱり不安を確実

に取り除くこともできないだろうと思いますので、その辺りをもし制度設計をするとすれば、やはり慎重
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にしていただく必要があると思います。お金をその分、負担してやるのだからいいだろう、ということに

なってはならないと私は思います。 

 

清水一雄 部会長 

あと対象の方が例えば 20年後、30年後、40年後に発症した時もカバーされるのかどうか。 

 

西美和 部会員 

問題は色々あります。例えば子供の場合、屋外で遊んでないことからくる病がたまにあるとかですね。

それから運動不足だから生活習慣病の云々とか、もともと肥満の人は脂肪肝があるかもしれない。これも

この被ばくのこれの原発事故の影響だと言われて、甲状腺の人だけ公費負担してどうとか、色々な問題が

出てくるだろうと思いますし、それから例えば東京都なんかだったら乳児医療 15 歳までですかね、結構

医療費無料なんですよ。東京とか大阪とかですね、この福島市なんかはどうなんか知りません。18まで、

じゃもう 18 歳まではいわゆる乳児医療そういうのがありますよね。でも福島県内全部そうですか。そう

いうふうになったのですか。18歳までは全部なんか医療費負担の無い分、まぁ、僕ら乳幼児医療と言うの

ですけど、東京都なんかもそうですよね。そしたら問題は甲状腺のがんとかなんかで治療されて手術され

た人が 19歳それ以上になった時にどうするかというのもまた問題出てきます。色々問題はありますから、

やっぱりすぐには決められないですよね。やっぱりいい方向に向かうように、どっかでそういう案を作っ

てもらって。 

 

清水一雄 部会長 

そうですね。30年 40年経って発症したの、果して影響なのか。 

 

西美和 部会員 

そうそう。 

 

清水一雄 部会長 

それとも生活習慣病あるいは自然発生かもしれないですしね。その辺のボーダーをどこで引くかという

のも中々難しい問題が残っていると思うので。現時点では 4年弱ですか。経った時点。4年ぐらいしか経

っていませんけど、部会の意見としては現時点では保険診療は公費で負担すべきであろうとの意見が圧倒

的に多かったということであげたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

はい、それではもう 1つですね、その先ほど私ちょっと最初に質問させていただきましたけども、受検

者が段々減ってきていると。七十何パーセントまで落ちている 25 年はですね。このまま行くと段々とも

っと減っていく可能性ももちろんありますし、ただ今後きちっと追跡してこの生涯にわたるフォローする

のだという意見、もう既に出しているわけなので、そのような所に対するフォローの仕方、追跡をどのよ

うにこれからしていったら良いだろうか、というようなご意見を具体的にご意見いただけますでしょうか。

現時点では事務局方ではどのようにやってらっしゃいますか。もう一度案内をしてください。 

 

小林弘幸 県民健康調査課長 

事務局でございます。対象者のフォローアップていうことで住所の追跡ですね。これから 18 歳以上に
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なりますと県外に就職とか進学でどんどん出て行きます。その方がどんどん増えていくということで、そ

の辺のフォローアップをどうするかということが、一つの問題になっています。今、現時点ではですね、

まず県内から県外に転出した場合については各市町村に照会しています。いただいたデータを活用してい

るのですが、ただ一回出て、さらにどこかに行った場合については、分からなくなってしまうという問題

があります。 

清水一雄 部会長 

えーと県外に出た対象者は県に照会しているのですか。 

 

小林弘幸 県民健康調査課長 

各市町村に照会しています。 

 

清水一雄 部会長 

照会しているのですか。 

 

小林弘幸 県民健康調査課長 

各市町村にどこに行ったか転出したか照会しています。それをフォローアップしています。ただ、行っ

た方がまたさらに転出すると分からなくなってしまうという問題があります。要するに返戻になった方の

追跡が中々出来ないという所で、今一つは住基ネットというシステムございます。住基ネットにつきまし

ては一件一件、氏名と生年月日、住所を入力してですね、非常に手間が掛かるということなので、今ちょ

っと考えているのはですね、今度国の方でマイナンバー制、番号制が今度出来るようになります。それに

ついてですね、今後どのように活用できるかどうか、今県の方で検討している所でございます。 

 

清水一雄 部会長 

いかがでしょうか。何かご意見ございますか。はい西先生お願いします。 

 

西美和 部会員 

番号制にしましてですね、例えばその人が他府県に行った場合に、甲状腺の検査を受ける場合は、どっ

かの大学病院とか病院で検査してもらって、そしたらそこのデータを還元するような何かそういうシステ

ムを作らないと。要するに福島県内の人は福島県内で、あるいは今の各県にポツンポツンとあります協力

病院が、それ以外はダメとか何かあるのでしょうかね。 

 

志村浩己 教授 

その方は、かつてお住まいになっていた市町村ごとに検査の開始時期が変わってきますので、その節目

に検査のご案内をその方にして、受けても良いという同意書が返ってきた方に関してはこちらとのやり取

りでここの病院が受けられますよということでこちらが予約をして、その日に行っていただいて、データ

をいただくという形にしていますので、行ったきりということではありません。 

 

清水一雄 部会長 

他にいかがでしょうか。清水先生何かございますか。 
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清水修二 部会員 

チェルノブイリの事故のケースでいうと、ベラルーシのデータで甲状腺のがんの見つかっている子供は

低年齢が多いわけですね。事故の当時 1 歳から 4 歳だった子がほぼ 3 分の 2 を占めているわけです。福

島の場合でもそのぐらいの子供を想定した場合に例えば 10 年たっても一応中学にはまだいるんじゃない

かなという感じがするんですよ。まして 4，5 年ていうオーダーで考えると、そんなにこう高校卒業して

全国に散ってしまうというようなことにはならないと思います。ですから、全体的な受診率の大きさだけ

じゃなくて、年齢別に見てですね、特に重要な年齢層に関しては、きちっと追跡出来るような体制を組む

というふうに考えた方が現実的ではないか思います。 

 

清水一雄 部会長 

年代によって分けるということ。 

 

清水修二 部会員 

ですから、低年齢の者については、綿密にやっぱりやっていかなくてはいけないなというふうに思いま

す。 

 

清水一雄 部会長 

他にございますか。はい、星先生。 

 

星北斗 部会員 

確かにチェルノブイリの例をとれば多分被ばく当時といいますか、事故当時の低年齢の人達が多いだろ

うと。従って 10年たっても 14歳だから 14歳までは追えるだろうというのは、それは理屈として分かり

ます。一方で実際に見つかっているのは比較的高い年齢の人達に今多く見つかっていて、それは現時点の

アナウンスメントで言えば被ばくの影響は考えにくいけれども見つかったがんで、それは丁寧に診療して

治療していますと。それは一方で公費負担をしましょうとまで言っているということを考えた時に、18歳

以上はあまり危険性がないからどこに行ってもいいよとは中々言い難いのだろうなと思います。ですから

綿密にその子供達を追うということが一方であると同時に、18 歳を超えて福島県を離れた子供達にもや

はり提供されるべき検診の、もし県内に残った人に提供されるのであればですね、提供されるべきである

し、18 歳超えたら止めるというのも、もし１つの選択肢だとすれば、それは全てのどこに住んでいよう

が、どこに引っ越そうが同じような枠組みで考えるべきだと思うので、その辺りの所の議論をですね、や

っぱりするためにも、先ほどから話がいくつか出ていますが、チェルノブイリと同じようなパターンで本

当に影響が出るのかどうかというのは、それはもしかすると 10年、20年ということ掛かるかもしれない

んじゃないかな、という意見もある中で、それを見極めるまではチェルノブイリだけを例にひいてですね

考えるというのは、もしかして危険かもしれないということを思います。一方でこれだけ過剰云々という

話があった中で「私は受けなくていいわ。」と言う人達まで追い詰める必要はないので、Optout のような

形がやっぱり選択できるというのが 1つの方法だろう思います。ですから、その辺のバランスを今後どん

なふうにしてとっていくかということになるのだと思います。そのためにも、やはり今の検診のある種の

まとめでどういう影響がどの程度あったのか、あるいはなかったのかということについての一定の見解が
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出るまでに、あまりその急激に対象者を変えたりとか広げたり狭めたり、あるいは年齢層による濃淡をつ

けたりということはしないでおく方が、結論を導くあるいは結果を導くには近道じゃないかなと私は現時

点ではそういうふうに考える方がいいんじゃないかなと思っています。 

 

清水一雄 部会長 

清水先生、お願いします。 

 

清水修二 部会員 

大きい子は、もういいというつもりじゃなくて、受診率を問題にするときに全体の受診率だけを問題に

するのではなくて、年齢別に見ていく必要があるなと限りで申し上げたわけです。 

 

清水一雄 部会長 

まだあと 1 回会議があるわけですけれども、前回申し上げましたように 26 年度の部会のですね、だい

たい総括といいますかまとめを、次回までに、今日の議論を踏まえてまとめたいと思います。この問題す

ぐに結論が出るものじゃなく、特に被ばくとがんの関係とか大きな問題はですね直ぐに出る結論ではなく

て、これから長い年月が、フォローが必要だと思いますし、追跡の仕方もですね、将来に亘って何人ぐら

いまで何％ぐらいまでフォロー出来るかというのは中々難しい所もありますね。海外行く人もいるでしょ

うし、結婚したり、あるいはいろんな事があって中々全員 100％というわけには行かないと思うんですが、

事務の方々の努力って本当に大変だと思うんですが、出来る限りフォローを続けていただきたいというの

が、現時点でのお願いではないかというふうに思います。そろそろ時間なので、何か他にその他の所で少

し時間を取ってあるんですけど 2，3，5分位。どうぞ先生。 

 

春日文子 部会員 

これまで県民の方の声を直接お聞きしたいということ何回か申し上げていて、ただ、中々限られた回数

の会議、また限られた時間の中でどういう方に県民代表として来ていただくのかというのは現実的に難し

いということもよく分かってきました。ですけれども、今言ったような甲状腺検査の今後の在り方に対す

る議論は、これは決してその私達評価部会の委員（部会員）だけがすることではなくて、是非県民の方自

身にも議論していただきたいことだというふうに思っています。ですので、学校での説明会あるいは自治

体ごとの説明会の機会等も活用してですね、是非県民自らが色々な議論を深めるような、そういう活動を

していただければというふうに、逆にお願いしたいというふうに思います。 

 

清水一雄 部会長 

先日の新聞の記事で、県民の方 2人の意見の記事がありましたけれども、本当になるほどなという意見

がありました。二つともですね、あれ頭の中に入れて、我々は今後も検診なりを続けて行かなければなら

ないかなと思います。他に何かございますか。よろしいですか。はい、清水先生最後に。 

 

清水修二 部会員 

最初にご質問した方が良かったのですけども、今日医大でエコーの画面を見ながらですね判定会議です

か、様子を紹介していただきました。非常に精度の高い機器を使っているなという印象を受けたんですよ。
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チェルノブイリの事故はもうかれこれ 30 年前になりますよね。あの当時のウクライナやベラルーシで、

どの程度のレベルの診断が出来ていたのかということを逆に非常に疑わしくなって、チェルノブイリのデ

ータの信憑性っていうのは一体どの位なのかということ、ちょっと疑問になったんですけども、その点は

いかがですかね。 

 

鈴木眞一 教授 

もちろん、あの当時は 5ミリ以下のものは識別出来ない程度ですので、我々は今 1ミリでものう胞って

いうのを出してお返ししていますが。ただ 5ミリ以下の結節は経過観察しているように、その辺は丁度よ

く相殺されている可能性ありますので、5ミリ以上でそして今のように超音波で良性だと思ったら経過観

察するのではなくて、多分 5 ミリ以上で結節だったら、全部細胞診をしていた可能性があるんですよね。

そこで診るので超音波の精度は今の方がはるかにいいですけど、その分細胞診の率を多くして拾い上げて

いると思います。今はそういう侵襲性のある細胞診をなるべくしないでも、超音波だけで経過観察できる

人が増えていますよ、ということが 1つ変わっていることだと思います。 

 

清水一雄 部会長 

私 99 年から現地に行ってやっているんですけども、99 年の時点では本当に画像は劣悪です。2 ㎜、3

㎜がとてもじゃないけど見つからないしあたらない。でも、彼らはそれで一生懸命見つけてやっていた。

もっと前だとするとさらに悪いのではないかなと実際に印象は受けましたですね。最近、もちろん良いの

が段々ありますけども、やっぱりでも検診もありますから移動検診車で。そこに持ってくるのはポータブ

ルですから。ポータブルのエコーでやるとやっぱり画像は良くないというふうに思います。今、現時点で

専門家が一生懸命やっている、見つけている良い機械を使ってですね、目の肥えた先生がやっているのと、

やっぱり 86 年、90 年その辺の所と、ちょっと診断率といいますか違うと思います。印象を受けました。 

 

星北斗 部会員 

ちょっと話題変えますけども、その他ということで。今日医大に久しぶりに行きまして、模擬とは言い

ながら判定会議の様子見せていただきました。毎週何例くらいのことをやっているとか、どんな風にして

いるか大分良く分かりました。たまたま昨日ですが、今一生懸命やっているスクリーナーといいますか、

検査をする人の養成の試験をさせていただきまして、結果をいっちゃいけないのでしょうけれども、かな

り多くの先生方あるいは技師さん達が熱心に取組んでいる姿も一方で見ました。ただ、そういうことが医

療者の中にも十分理解されていないなぁ、ということを今回感じましたし、ましていわんや県民の皆さん

にそういう精度の高い検診をするためにそういう技師さん達あるいは医師達の技術の訓練あるいは試験

をし、そしてこれだけの調査のプロセスを経て二重三重にチェックをしてこういうことをしていると、い

うことについての十分な理解がまだ足りないのではないかなというふうに感じました。これは私の立場上

も責任があると思いますし、県や医大にも一緒にお願いしたいことなのですけども、そういったことをも

う少しですね県民の皆さんに理解してもらうようなチャンスを作って、そしてやる側も受ける側もそして

見守る側も見守られる側も、やっぱり意味と意義を理解しつつですね、そしてその背景ということも分か

った上で、先ほど言った、いやそれでも受ける、受けないということも含めて、先ほど春日先生も仰いま

した県民的議論というものを背景にしたものでなければいけないと。正に私もそのように思い感じてきた

所なので、今日は本当に良い経験をさせてもらいましたし、その辺の所については少し県とも相談をして
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我々からの意見ということになるのでしょうけれども、県民に向けてのもっと、しっかりとしたメッセー

ジを伝えられるような、そういう政策を是非ともお願いしたいなと感じました。以上です。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ありがとうございました。それでは時間となりましたので、これで第 5回の甲状腺検査評価部会

を終わりたいと思いますけど、事務局から日程等についてお願いいたします。 

 

小谷尚克 県民健康調査課主幹 

次回の日程でございますけども、本日の部会を踏まえまして早急に調整ご連絡したいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

 

清水一雄 部会長 

はい、ではありがとうございました。 

 

小谷尚克 県民健康調査課主幹 

それでは、これをもちまして第 5回甲状腺検査評価部会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


